
日時：令和５年３月16日（木）　　11時00分～12時00分

場所：県庁６階第１,２特別会議室

１．開会

２．議題

(1) 第２次沖縄県環境基本計画に係る取組の令和３年度実績（案）について

(2) 第３次沖縄県環境基本計画（案）について

(3) 沖縄県環境保全率先実行計画に係る令和３年度取組状況調査結果

報告書（案）について

(4) 沖縄県環境保全率先実行計画(第５期)の一部改定（案）について

３．閉会

【配付資料】

・会次第・出席者名簿・座席表・環境基本計画推進会議設置要綱

・別紙1-1　第２次沖縄県環境基本計画の概要

・別紙1-2　第２次沖縄県環境基本計画　令和３年度進捗状況総括表

・別紙1-3　第２次沖縄県環境基本計画　令和３年度進捗状況（主な取組別総括表）

・別紙2-1　第３次沖縄県環境基本計画（案）のポイント

・別紙2-2　第３次沖縄県環境基本計画（案）の概要

・別紙2-3　第３次沖縄県環境基本計画（案）

・別紙3-1　沖縄県環境保全率先実行計画（第５期）令和３年度取組状況調査結果報告書（案）の概要

・別紙3-2　沖縄県環境保全率先実行計画（第５期）令和３年度取組状況調査結果報告書（案）

・別紙4-1　沖縄県環境保全率先実行計画（第５期）の一部改定（案）について

・別紙4-2　沖縄県環境保全率先実行計画（第５期）【改定計画（案）】新旧対照表

・別紙4-3　沖縄県環境保全率先実行計画（第５期）【改定計画（案）】

・別紙4-4　(参考)ISO14001の中止に伴う法規制等の点検評価機能の沖縄県環境保全率先実行計画

　　　　   　への組み入れについて

・別紙4-5　(参考)沖縄県環境マネジメントシステムの概要

令和４年度
第１回環境基本計画推進会議

次　　第



本人 代理

1 副知事（会長） 照屋　義実 ○ －

2 環境部長（副会長） 金城　賢 ○ －

3 知事公室長 嘉数　登 － ○ 秘書防災統括監　田代　寛幸

4 総務部長 宮城　力 － ○ 財政統括監　名城　政広

5 企画部長 儀間　秀樹 － ○ 企画振興統括監　武田　真

6 子ども生活福祉部長 宮平　道子 － ○ 生活企画統括監　大城　清二

7 保健医療部長 糸数　公 ○ －

8 農林水産部長 崎原　盛光 － ○ 農業振興統括監　前門　尚美

9 商工労働部長 松永　享 － ○ 産業政策課長　比嘉　淳

10 文化観光スポーツ部長 宮城　嗣吉　 － ○ 観光政策統括監　真鳥　洋企

11 土木建築部長 島袋　善明 ○ －

12 出納事務局会計管理者 名渡山　晶子 ○ －

13 企業局長 松田　了 － － 欠席

14 病院事業局長 我那覇　仁 － ○ 病院事業統括監　玉城　洋

15 県議会事務局長 山城　貴子 ○ －

16 教育長 半嶺　満 ○ －

17 警察本部長 鎌谷　陽之 － ○ 警務部会計課長　中根　繁

18 監査委員事務局長 大城　博 ○ －

19 人事委員会事務局長 茂太　強 ○ －

20 労働委員会事務局長　 下地　誠 － － 欠席

令和４年度　第１回環境基本計画推進会議出席者名簿

職氏名
出欠

備考（代理出席者名）



沖縄県環境基本計画推進会議　座席表
(第２特別会議室)
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環境基本計画推進会議設置要綱

（設置）

第１条 沖縄県の全機関が事務事業を執行する際、環境へ配慮した取り組みを率先して実行する

ため、環境基本計画推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 推進会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 環境保全率先実行計画（以下「率先計画」という。）及び環境物品等の調達の推進を図

るための基本的事項の検討に関すること。

(2) 環境基本計画、環境物品等の調達及び率先計画の進行管理に関すること。

(3) その他環境基本計画、環境物品等の調達及び率先計画に関する必要な事項に関すること。

（組織）

第３条 推進会議は、会長、副会長及び構成員をもって組織する。

２ 会長は副知事（環境部担当）をもって充てる。

３ 副会長は環境部長をもって充てる。

４ 委員は、沖縄県行政組織規則（昭和49年沖縄県規則第18号）に定める本庁機関の部長、知事

公室長、会計管理者、企業局長、病院事業局長、県議会事務局長、教育長、警察本部長、監査

委員事務局長、人事委員会事務局長及び労働委員会事務局長をもって充てる。

５ 副会長は、会長を補佐し、会長不在のとき又は事故があるときは、その職務を代理する。

（招集等）

第４条 推進会議は、会長が必要と認めるときに招集し主宰する。

２ 会長は、必要に応じて関係職員に推進会議への出席を求めることができる。

（幹事会）

第５条 推進会議に幹事会を置くものとする。

２ 幹事会は、幹事長、副幹事長及び構成員をもって組織する。

３ 幹事会は、推進会議を補佐し推進会議に付議すべき事案について協議、調整する。

４ 幹事長は、環境部環境企画統括監をもって充て、副幹事長は環境政策課長をもって充てる。

５ 幹事会は、幹事長が必要と認めるときに招集し主宰する。

６ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長不在のとき又は事故があるときは、その職務を代理す

る。

７ 構成員は、第３条第４項で規定する各委員が所管する機関の主管課の長等(別表)で構成する。

８ 幹事長は必要に応じて、関係職員に幹事会への出席を求めることができる。

（庶務）

第６条 推進会議の庶務は、環境部環境政策課において処理する。



（補則）

第７条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

この要綱は、平成11年５月14日から施行する。

この要綱は、平成13年５月30日から施行する。

この要綱は、平成13年10月30日から施行する。

この要綱は、平成14年８月19日から施行する。

この要綱は、平成15年８月11日から施行する。

この要綱は、平成17年４月１日から施行する。

この要綱は、平成19年１月17日から施行する。

この要綱は、平成19年10月１日から施行する。

この要綱は、平成20年11月14日から施行する。

この要綱は、平成21年12月２日から施行する。

この要綱は、平成23年12月27日から施行する。

この要綱は、平成26年１月10日から施行する。

この要綱は、平成27年２月10日から施行する。

この要綱は、平成28年10月12日から施行する。

この要綱は、平成29年８月７日から施行する。

この要綱は、令和２年８月27日から施行する。



別表

環境基本計画推進会議設置要綱第５条関係 （幹事会の構成）

幹事長 環境部環境企画統括監

副幹事長 環境政策課長

幹事

知事公室 秘書課長

総務部 総務私学課長、管財課長、宮古事務所総務課長、八重山事務所総務課長

企画部 企画調整課長

環境部 環境保全課長、環境整備課長、自然保護課長、環境再生課長

子ども生活福祉部 福祉政策課長

保健医療部 保健医療総務課長

農林水産部 農林水産総務課長

商工労働部 産業政策課長

文化観光スポーツ部 観光政策課長

土木建築部 土木総務課長

出納事務局 物品管理課長

企業局 総務企画課長

病院事業局 病院事業総務課長

県議会事務局 総務課長

教育庁 総務課長

警察本部 会計課長

監査委員事務局 監査課長

人事委員会事務局 総務課長

労働委員会事務局 調整審査課長


